
Ⅰ 業務概要
1.

2. 計画施設概要
本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。
(1)

(2) 志摩市磯部町的矢854

(3)

3. 適用

4. 履行期間

5. 設計与条件
(1) 敷地の条件
a. 敷地の面積 ㎡
b. 用途地域及び地区の指定

(2) 施設の条件
a. 施設の建築面積

b. 主要構造

(3) 建設の条件
a. 予定工事費 (税抜)
b. 建設工期 約５カ月

Ⅱ 業務仕様

1. 設計業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
a. 実施設計

◎ 建築(総合・構造)実施設計に関する標準業務(意図伝達業務を除く)
◎ 電機設備実施設計に関する標準業務(意図伝達業務を除く)
◎ 機械設備実施設計に関する標準業務(意図伝達業務を除く)

b. その他業務
◎ 建築物の構造（木造・鉄骨造・コンクリート造）の比較検討を行う。

防災施設　140m2（その他検討　20m2～40m2）

　本特記仕様書(以下「特記仕様書｣という。)に記載された特記事項について適用する。

契約日から　　令和元年10月31日まで

都市計画区域外

S造　平屋（予定）

813.00

　本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」を準用するも
のとする。

業 務 名 称

的矢地区防災施設施 設 名 称

施設の場所

施 設 用 途 防災倉庫兼避難所

令和元年度　的矢地区防災施設整備実施設計業務

建 築 設 計 業 務 委 託 特 記 仕 様 書

未定



(2) 追加業務の内容及び範囲
・ 積算業務

◎ 建築積算
◎ 電機設備積算
◎ 機械設備積算

◎ 関係法規等に基づく各種申請手続き業務  (確認申請業務)
・ 建築物利用に関する説明書の作成
◎ 概略工事工程表の作成

2. 業務の実施
(1) 一般事項
a. 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。
b. 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図及び適用基準に基づき行う。
c. 積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。
d.

(2) 適用基準等

a. 共　　　通 （ ）
◎ 官庁施設の基本的性能基準 （ ）
・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 （ ）
・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （ ）
・ 官庁施設の環境保全性基準 （ ）
◎ 三重県ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙデザインのまちづくり施設整備マニュアル （ ）
◎ 公共建築工事積算基準 （ ）
◎ 公共建築工事共通費積算基準 （ ）
◎ 公共建築工事標準単価積算基準 （ ）
◎ 建築物解体工事共通仕様書 （ ）
・ 志摩市公営住宅等長寿命化計画 （ ）
・ 志摩市景観計画 ( )

b. 建　　　築
◎ 建築工事設計図書作成基準 （ ）
・ 敷地調査共通仕様書 （ ）
◎ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （ ）
◎ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （ ）
◎ 建築設計基準 （ ）
◎ 建築構造設計基準 （ ）
◎ 建築工事標準詳細図 （ ）

c.
◎ 公共建築工事数量積算基準 （ ）
◎ 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （ ）
◎ 公共建築工事見積標準書式（建築工事編） （ ）
◎ 営繕工事積算チェックマニュアル（建築工事編） （ ）

平成28年版

平成31年版

平成24年版

平成29年版

平成25年版

平成30年版

平成30年版

平成30年版

監督職員の指示により、「設計説明書」に必要事項を記入のうえ、関連する資料とともに監督職
員に提出する。

　本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対
象である施設の設計内容及び業務の内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければ
ならない。なお「番号等」に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した
出版物等を指す。

平成31年版

平成27年版

平成29年版

平成28年版

平成31年版

平成29年版

平成30年版

平成25年版

平成25年版

積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成
見積の徴集、見積検討資料の作成等

平成30年版

平成23年

番　号　等

平成26年版

平成　8年版

平成25年版

建築積算



d.
◎ 建築設備計画基準 （ ）
◎ 建築設備設計基準 （ ）
◎ 建築設備工事設計図書作成基準 （ ）
◎ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （ ）
◎ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （ ）
◎ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （ ）
◎ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （ ）
◎ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （ ）
◎ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （ ）
◎ 建築設備耐震設計・施工指針 （ ）
・ 建築設備設計計算書作成の手引き （ ）

e.
◎ 公共建築設備工事数量積算基準 （ ）
◎ 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （ ）
◎ 公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （ ）
◎ 営繕工事積算チェックマニュアル（電気・設備工事編） （ ）

(3) 業務計画書
a. 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出する。
b. 業務計画書には、次の内容を記載する。

① 業務工程
② 管理実施体制
③ 業務実施体制
④ 協力者のある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者
⑤ その他、監督職員が必要に応じ指定する事項

(4) 管理技術者の資格要件

◎ 建築士法（昭和25年法律第202号。以下同じ。）第2条2項に規定する一級建築士
・

(5) 貸与資料等
◎ 畔名地区防施設等新築工事関係図書

貸与場所（ 地域防災室 ) 貸与時期（ 受託期間 )
返却場所（ 地域防災室 ) 返却時期（ 完了検査後 )

平成30年版

　管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社
その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が
定める資格を有する者

平成31年版

平成31年版

平成29年版

平成30年版

平成30年版

平成30年版

平成31年版

平成26年版

平成31年版

設備積算

設 備

平成30年版

平成31年版

平成31年版

平成30年版

平成30年版



(6) 打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。
(a) 業務着手時
(b) 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時
(c) その他

(7) その他、業務の履行に係る条件等
(a) 成果物の提出場所 （ 地域防災室 )
(b) 成果物の取扱いについて

(c) 写真の著作権の権利等について
受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。

①

②

1) 写真を公表すること。
2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

 提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事
における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用すること
がある。

写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。
この場合において、著作者名を表示しないことができる。

次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この
限りではない。）



3. 成果物、提出部数等

(1) 実施設計

a. 建築（総合）
◎ 建築（総合）設計図

◎ 建築物概要書
◎ 工事区分表
◎ 特記仕様書
◎ 仕上表
◎ 面積表及び求積図
◎ 敷地案内図
◎ 配置図
◎ 平面図
◎ 断面図
◎ 立面図
◎ 矩計図
◎ 展開図
◎ 天井伏図
◎ 平面詳細図
◎ 部分詳細図（断面含む）
◎ 建具表
◎ 外構図
◎ 仮設計画図

b. 建築（構造）
◎ 建築（構造）設計図

◎ 仕様書
◎ 構造基準図
◎ 伏図（各階）
◎ 軸組図
◎ 部材断面表
◎ 各部断面図
◎ 標準詳細図
◎ 各部詳細図
◎ その他構造計算に必要な書類

c. 電気設備
◎ 電気設備設計図

◎ 特記仕様書
◎ 照明器具仕様書
◎ 電灯配線図

動力設備図
発電設備図

◎ 弱電配線図
◎ 各種詳細図
◎ その他電気設備に必要な図面

適用

各１部

成果物等 原図
発注用
原図

の写し
製本図面

各２部 A3縮小版
１部　

成果物等 原図
発注用
原図

の写し
製本図面 適用

各１部 各２部 A3縮小版

各１部

データ提出

各２部 A3縮小版
１部　

１部　

USB若しくはCD
データ提出

USB若しくはCD

USB若しくはCD
データ提出



d. 機械設備
◎ 機械備設計図

◎ 特記仕様書
◎ 空調換気設備図
◎ 機器リスト（空調・換気）
◎ 給排水設備図
◎ 機器リスト（給排水）
◎ 各種詳細図
◎ その他機械設備に必要な図面

e. 建築積算
◎ 建築工事積算数量算出書
◎ 建築工事積算数量算調書
◎ 見積書等関係資料
◎ 営繕工事積算チェックリスト
◎ 工事設計仕様書(内訳書)
f. 電気設備積算
◎ 電気設備工事積算数量算出書
◎ 電気設備工事積算数量調書
◎ 見積書等関係資料
◎ 工事設計仕様書(内訳書)
g. 機械設備積算
◎ 機械設備工事積算数量算出書
◎ 機械設備工事積算数量調書
◎ 見積書等関係資料
◎ 工事設計仕様書(内訳書)
h. その他
・ 防災計画書
・ リサイクル計画書
・ 設計説明書
◎ 概略工事工程表
・ 景観計画の届出書
◎ 構造の比較検討書類
◎ 機器・工法選定比較検討書類

i. 資料
◎ 各種技術資料
・ 構造計算データ
◎ 各記録書

(注) ： 建築（構造）の成果物は、建築（意匠）実施設計の成果物の中に含めることができる。
： 設計図は適宜、追加してもよい。
： 成果物は、監督職員の指示により、製本とする。
： 成果物については監督職員との打合せによる。
： 図面データについては.jww形式に変換したデータ及びPDFに変換したものを提出する
： 積算データについてはexcel及びPDFに変換したものを提出する

A3縮小版 USB若しくはCD
１部　 データ提出

USB若しくはCD

成果物等 原図
発注用
原図

の写し

各２部

成果物等 原図

製本図面 適用

各１部

データ提出
各２部

発注用
原図

の写し
製本図面

各２部

各２部

各２部

各２部

USB若しくはCD
データ提出

USB若しくはCD
データ提出

適用


